
 

 

 

 

１．VOICE 動画を労働組合 HP にてご覧ください 

 組合 HP 内の三越伊勢丹ビジネス・サポートのページよりご確認ください 

組合 HP（http://www.imgu.or.jp/）＝QR コードはこちら 

ログイン ID：各人の個人コード 10 桁（企業コード２ケタ（im）＋社員コード８ケタ） 

パスワード： im（ともに半角英数）                   

２．動画視聴後、全メンバー対象アンケートの回答をお願いします 

･ 記名式ですので、質問等ありましたら返信します 

･ 回答期間は 10 月 31 日(日)を予定 

動画ページに添付してある下記の URL をクリックし回答してください↓） 

https://forms.office.com/r/V6DmFhTgt7 

 

スマートフォンで QR コードを読み取ってもアンケート回答可能です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 配布対象者：IMBS 組合員・非組合員（出向者除く）  

○ 組合員は、VOICE 動画を必ずご覧ください。  

         ※動画を見ながら資料もご確認下さい。  

  

三越伊勢丹ビジネス・サポート支部 

2021 年度 通年協議中間報告 

労使通年協議はメンバーのみなさんから意見をいただきながら進めています。 

皆さん必ず動画を視聴いただき、 

視聴後は全メンバー対象のアンケートに回答をお願いします。 

視聴確認 

アンケート 

10 月 9 日に VOICE 動画を労働組合 HP にて

公開します。就業時間外にご確認下さい。 

組合 HP 

三越伊勢丹グループ労働組合 
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第１章  

労働組合 第８期活動報告・第９期運動方針・会計 
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＜第８期 全体反省＞

＜第８期の主なトピックス＞

重点ポイントの振り返り（期初計画） 重点ポイント全体反省

①経営対策活動

②労働福祉活動

③現場活動

④広報活動

⑤組合役員人財の育成

⑥新型コロナウイルスの感染拡大防止を踏まえた対応（コロナ禍での組合運営のあり方）

・広報活動の中心をHPとし、接点拡大ややり取りを促進する

　目的で、定期更新や活動の進捗をその都度発信し、相互対話

　のきっかけをつくる

・HPの閲覧数が上がるようLINEの友達登録を進める

・HP上でユニオンレターの定期更新をして活動の報告をしたが、

　閲覧数が伸び悩み相互対話までは繋がらなかった

・HPの閲覧数やLINEの友達登録数が増加していない為、引き

　続き周知に向けた活動を行う必要がある

・執行委員会・評議員会内で、勉強会を実施し、兼任役員の議論

　への参加、知識向上を図る

・勉強会は、通年協議に必要な制度や法律の講義や教育動画の

　視聴を執行委員会・評議員会内で実施し、組合役員として

　必要な現場活動の知識を得ることにつながった

・感染防止の観点から、労使会議・機関会議・VOICEなど、

　デジタルツールを使用して行える会議体等は、極力リモート

　会議にて行う

・毎月の安全衛生委員会において感染拡大防止状況を確認

・労使会議・機関会議はリモート開催が定着した

・春の交渉のVOICEについては、対面開催の要望はあるものの

　動画とFormsでの対応を行い約60％の参加率となった

・本社・所沢Ｃのコロナの感染状況及び防止状況を毎月確認した

・全国の拠点に在籍するメンバーとの接点強化のため、デジタル

　ツールを使用した現場活動の構築をする

・VOICEにおいては、主に動画をベースにし、やり取りもデジタ

　ルツールを使用した直接対話を含め、活動の効率化を図る

・デジタルツールを使用したVOICEを実施することにより、メン

　バーの状況に応じて出席しやすい体制を構築できた

・一方で、デジタルツールに馴染めていないメンバーについては

　閲覧環境やフォロー体制で一部課題を残した

IMBS支部 第８期（2020年度）　活動報告（案）

テーマ

メンバーとのあらたな「つながり」で、さらなる「働きやすい」環境への一歩

を！

・コロナ禍で、全国のメンバーに対して、直接の現場活動が出来ない中で、デジタルツールを使用した機関会議や

　動画VOICEを行い、メンバーとの接点を増やしながら課題の本質を聞き取る活動をスタートさせました。

・一方で、メンバー一人ひとりに対しての情報共有や、フィードバックの発信手段には課題が残りました。

・デジタルツールの活用：会社はコロナ禍においても事業を継続する中、組合活動としては緊急事態宣言により現場への

　訪問が制限される等の制約に対しデジタルツールを活かした現場活動に変更した

・新IMBS行動指針の発表：組合役員に対して行動指針を共有した

・2021年６月賞与要求：IMBSではシェアード会社として、グループ全体の業績状況を鑑み再要求（減額）

・経営懇話会については、事業の現状や方向性について、メン

　バーの求めている議題を設定し、内容を適宜共有する

・組合活動によって集約された声を必要に応じて経営側に伝える

　ことで、働きやすい職場環境の維持向上につなげる

・経営懇話会の内容については、評議委員会で報告をおこなっ

　たが、メンバーへの共有ができなかった

・コロナ禍での労働環境やメンバーの声を、経営側に伝え職場環

　境の改善につながった

・ステージBの賃金制度改定に向け、議論・検討を重ね、

　メンバーにとって納得性の高い制度構築の実現につなげる

・時間外勤務の状況や有給休暇の取得状況を適宜確認し、意見、

　提言を行い、好事例などをメンバーに共有する

・ステージB賃金制度改定や、賞与の半期交渉に伴うベースとな

　る賞与支給表について成案化できた

・時間外勤務・有給休暇の状況確認は安全衛生委員会で適宜でき

　ているが、好事例などの吸上げ、メンバー共有ができなかった
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＜第８期における分野別活動の振り返り＞

〇：良かったポイント △：課題の残るポイント

①労働福祉活動

②経営対策活動

③現場活動

④広報活動

⑤ダイバーシティ推進

⑥社会貢献活動

⑦教育サポート活動

⑧政策・政治活動

⑨組織政策・人財育成

・フレッシュプラン・セカンドプランの開催ができた。

・地域のフェロー社員向けフレッシュプランについてには

　リモートでおこなった。

・フレッシュプラン・セカンドプランの実施時期が当初想定の

　4・5月から感染拡大の影響により後ろ倒しの実施となった。

・デジタルを活用した組合活動を推進する中、メンバーにデジ

　タルツールの使い方を学ぶ機会の提供までには至らなかった。

・機関会議で執行委員、評議員に、政策・政治活動を周知する

　ことができた。
・職場委員、メンバーへの周知は議案書の発信だけに留まった。

・執行委員会・評議員会の中で知識向上のための勉強会を

　おこなった。

・機関会議の資料が会議直前になってしまい、理解を深めるまで

　に至らなかった。

・職場委員会については、デジタル環境の確認が遅れてしまった

　ことから定期開催に至らなかった。

・ユニオンレターについては、組合活動や世の中の流れなど、

　メンバーが興味がある内容を、HPにて毎月の定期発信ができ

　た。

・広報として会社の動きや業績の内容を発信することが出来

　なかった。

・LINEの友達登録については推進ができなかった

・HP閲覧数はHPの更新頻度も少なかったこともあり伸び悩んだ

・ユニオンレターにて各種サポート百科の概要を掲載し、メン

　バーへの周知を図れた。

・育児や介護、疾病に対するVOICEやアンケートなどの具体的な

　活動までに至らなかった。

・広報紙にてSDGsの説明をおこなった。
・SDGsについては、全体の説明は実施したものの、

　支部としての具体的な活動の議論までには至らなかった。

・ステージBの人事賃金制度改定については、役割成果主義の考

　え方は残し、個人の成果積上げが維持する制度に改定できた。

・半期要求の「ベースとなる賞与支給表」は変動幅が少ない

　安定した制度に改定できた。

・時間外勤務・有給休暇の取得促進や課題対応に関する労使協議

　をおこなうまでに至らなかった。

・議案書はダイジェスト版を作成し、全員に印刷・配布していた

　が、メンバーからデータ配布等の要望があった。

・VOICEで聞いたコロナ渦における職場の課題をはじめとする

　メンバーの声を経営懇話会などで経営に伝え、働く環境の

　改善（本社の飛沫防止パテーションの運用体制など）につな

　がった。

・現場で上がっている声を基に経営懇話会の議題を設定し、経営

　に確認をしてきたが、メンバーへの共有まで至らなかった。

・経営懇話会では、声の共有に留まり、そこから繋がった改善

　などのフィードバックを行えていない。

・８期で実施した５回のVOICEを動画にて行うことができた。

・メンバーの声を吸上げる為、VOICEの度にFormsにて意見

　集約し、回答についてはユニオンレターへの掲載や直接

　フィードバックにて実施できた。

・VOICEの出席率は平均は60％ほどであったが、内容により

　出席率に差があった。

・通年協議進捗の動画は、協議内容や進捗状況により発信でき

　ない月もあった。
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＜第９期に向けた環境認識＞

＜第９期運動方針の考え方＞

＜第９期運動方針における重点政策＞

①労働福祉活動

②経営対策活動

③現場活動

＜第９期組織の考え方＞

三越伊勢丹ビジネス・サポート支部 第９期（2021年度）　運動方針（案）

【支部の組織について】

・メンバーと組合との接点強化を図るため、各拠点で組合役員を職場委員も含め選出します。

・組合活動をメンバーに身近に感じてもらう取り組みの一環として、各活動の担当者を兼任役員から選出します。

・メンバーが活動に関わりを持てるようデジタルツールを活用し、メンバーとの対話を重視した活動を進めます。

・メンバーの声を収集する取り組みを強化するため、テーマ別VOICEの実施や身近な役員・職場委員を通じた意見集約を

　おこない、現場の声を機関会議で共有します。またその声を労使で共有し、労働条件や職場環境の改善につなげます。

・メンバーズVOICEについては、デジタル環境が整っていないメンバーには、直接的なフォローを通して、相互に情報共有できる

　環境にしていきます。

・兼任役員とメンバー相互に関われるよう、吸上げた内容を組合機関会議内で共有すると共に、メンバーへ内容を伝える活動を

　おこなうことでありたい姿の理解促進につなげていきます。

　　　　　　　　　　　ありたい姿をメンバーと共に考え、実現に向けて取り組みます

【メンバーと組合役員とのつながり】　ありたい姿を創造する為にメンバーの声を集めます

あらゆるツールと機会を使い現場活動の推進をおこなうと共に、積極的な組合役員のヒアリングを通じてメンバーの声を集めます。

【課題解決とありたい姿を実現する労使協議】　自分たちの処遇は自らが目指すことで実現していきます

メンバーの声からありたい姿を考え、課題となる処遇や働く環境を明確にするとともに、実現するための協議をおこないます。

【活動の進捗や結果の共有】　活動の進捗状況はスピード感をもってメンバーに共有します

タイムリーに組合活動の進捗や情報をメンバーに周知するため、広報ツールを工夫し、フィードバックのサイクルを確立します。

・IMBS中期計画や行動指針など発信されている中で、労働条件についても中長期的な視点をもって実現していくための

　ありたい姿を設定し、方向性や進め方などを労働条件ロードマップとして策定し、納得性ある労使協議を目指します。

・シェアード会社のIMBSとしての事業構造も考慮しつつも、メンバーが安心・やりがい・夢を持って今後を見据えた制度の実現

　を目指し、労使協議をおこなっていきます。

・賞与交渉については、本年度より半期交渉となり、春の交渉で決めたベースとなる賞与支給表と指標に基づき交渉していきます。

・時間外勤務・有給休暇の取得促進などの時間管理について、課題の解決に向けた協議は専門協議会、実態把握は時間管理確認会

　にておこないます。

・グループ百貨店やIMBSの環境状況も踏まえつつ、スピード感を持って経営対策を進めて行くことで、会社の方向性をメンバーに

　浸透させるとともに、現場の意見を経営につたえていきます。

・そのために経営のチェック機能・パイプ機能を見直していきます。

　　チェック機能：経営懇話会・職場懇話会を通じてメンバーの課題を解決することで、現場と経営との理解を深める話し合いに

　　　　　　　　　つなげていきます。

　　パイプ機能　：会社の方向性や考え方を兼任役員、メンバーに発信・浸透させ、日々の業務に反映させることにより、会社へ

　　　　　　　　　現場活動で集約したメンバーの声を積極的に伝えることで相互の信頼関係を醸成します。

　昨年度は、グループにおけるシェアード会社の一員として、グループEC需要の拡大やソリューション営業部におけるクライアン

トの受託領域拡大により営業利益黒字となりました。本年度も新たな領域に向けたビジネスの拡大とグループの物流を円滑に運営す

る私たちは重要な役割を担うことになります。組合はこの環境の変化をチャンスと捉え、現状の業務による成果が安心とやりがいに

つながる取り組みを進めます。併せてメンバーの将来ありたい処遇や働く環境について具体的に描き、実現するための指針を示して

いきます。第9期ではデジタル化と共に、各拠点の組合役員を軸にしたメンバーとの直接対話を強化し、目の前で抱える課題の解決

とありたい姿の実現につながる労使協議に取り組みます。また活動の進捗状況などは、随時メンバーに共有していきます。
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＜第９期における分野別活動計画＞

①労働福祉活動

②経営対策活動 　

③現場活動

④広報活動

⑤ダイバーシティ推進

⑥社会貢献活動

⑦教育サポート活動

⑧政策・政治活動

⑨組織政策・人財育成

・毎月、通年協議に関する動画を発信し、進捗と制度の理解促進につなげる共にアンケートからメンバーの声を吸上げます。

・働きやすい職場環境の実現に向け職場委員会やテーマ別VOICEを通じ時間外勤務・有給休暇の取得など課題抽出をおこないます。

・現場から吸上げた課題や声を労使協議に反映し、協議の進捗を動画で共有しつつ納得性ある制度につなげます。

・議案書は冊子配布を縮小させデータ配布を増やしていきます。

・経営懇話会の議題については、メンバーに伝えるべき会社の方向性や状況を執行委員会で事前に議論します。

・経営懇話会開催後、必要に応じて広報誌などでメンバーに共有します。

・職場委員やVOICEを通じて意見の吸上げを行い、経営懇話会・職場委員会で伝えます。

・中長期経営計画や行動指針の理解、浸透を会社と一緒に進めます。

・メンバーと直接対話をおこなう体制として、Teams会議の環境整備と現場の役員体制を強化していきます。

・VOICEについては、動画とFormsアンケートの活用をするとともに、年1回の直接対面でおこないます。

・VOICEの出席数（閲覧数）は、当該メンバーの周知徹底に向け、兼任役員と連携し各回70％以上の閲覧率を目指します。

・メンバーの意見⇒労使協議⇒メンバーへのフィードバックをサイクル化し、意見の言いやすい活動につなげます。

・フレッシュプラン・セカンドプランについては、計画的にスケジュール・教育内容を検討します。

・新入社員に対しては、フォロー教育を実施します。

・メンバーに対しては、デジタルツールの使い方を学ぶ動画やマニュアルの提供をおこなっていきます。

・組合役員の政治、政策に関する理解を深めるための勉強会を機関会議でおこないます。

・メンバーが組合の政治活動への理解浸透するための取り組みとして、政治活動をおこなう理由や組織内議員の活動報告を実例を

　交えながら組合HPや広報を通じて共有します。

・現場活動の活性化に向けて、全拠点から職場委員の選出をおこない、現場の課題抽出や相談窓口機能の強化をします。

・職場委員会を毎月定例開催し、各職場の環境実態の把握とメンバーの声の吸上げをおこないます。

・人材育成として、役員が知識の取得が出来るよう勉強会を定期開催します。

・機関会議の活性化に向けて、資料等の共有や議論ポイントを工夫し、効率の良い会議運営に繋げます。

・メンバーがHPを活用して必要な情報を得てもらうため、関心の高い内容の掲載と更新頻度を高めていきます。

・ユニオンレターについては、執行委員が中心となり会社情報や組合活動を掲載し定期発刊をおこないます。

・写真付き名簿については、各拠点の職場委員が中心に、異動の際のメンテナンスと、拠点情報の更新をおこないます。

・HPの閲覧数を増やしていくために、役員全員でLINEアカウント（友達登録）の拡大キャンペーンをおこないます。

・メンバーが育児、介護、疾病等の情報が得られるよう、HPの各サポート百科の認知度を高めていきます。

・各拠点の役員がサポート百科を保管し、閲覧が難しいメンバーにご案内ができる体制を作ります。

・育児、介護、疾病のアンケートを全従業員におこない、実態調査をおこないます。

・育児、介護、疾病の対象にVOICE活動をおこない、意見をもとに環境整備をおこないます。

・本支部合同で企画した社会貢献活動（ボランティアサポート等）の周知と参加者拡大に向け取り組みます。

・他支部が支援する団体への参加を促進します。

・SDGｓの理解と浸透に向けて、サステナブル（持続可能な）活動について考える機会を作ります。
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Ⅰ. 私たちを取り巻く環境について 

 

１．2021 年度第 1 四半期グループ業績 

※三越伊勢丹グループ 2021 年度第 1 四半期業績発表数値より抜粋 

（１）グループの業績の状況について 

①三越伊勢丹グループ業績                 （単位：百万円） 

 実績 前年差 前年比 
2021 年度 

通期予測 

売上高 88,566 ▲43,132 67.2％ 447,000 

売上総利益 50,111 10,844 127.6％ 258,000 

販管費 56,138 7,881 116.3％ 255,000 

営業利益 ▲6,027 2,962 －  ３,000 

※収益認識会計基準等の適用により、当第１四半期連結累計期間の売上高は 107,750 百万円減少し、

営業利益も 2,950 百万円減少しています。 

 

②三越伊勢丹・国内グループ百貨店別 総額売上高              (単位：百万円) 

 総額売上高 前年比  総額売上高 前年比 

三越伊勢丹 100,398 178.1％ 新潟三越伊勢丹 7,812 149.4％ 

札幌丸井三越 9,370 153.3％ 広島三越 2,515 131.7％ 

函館丸井今井 1,312 120.7％ 高松三越 4,369 156.2％ 

仙台三越 5,738 136.4％ 松山三越 942 70.0％ 

名古屋三越 12,779 135.7％ 岩田屋三越 20,404 156.7％ 

静岡伊勢丹 3,699 150.3％  

※総額売上高は、消化仕入取引を総額で算出する等、収益認識会計基準等の適用前の従来基準で算出

しております。 

 

 ③三越伊勢丹店舗別 総額売上高                      (単位：百万円) 

 総額売上高 前年比  総額売上高 前年比 

新宿本店 51,872 174.0％ 立川店 5,824 160.4％ 

日本橋本店 23,681 168.2％ 浦和店 8,274 206.9％ 

銀座店 10,747 221.3％ 三越伊勢丹計 100,398 178.1％ 

※総額売上高は、消化仕入取引を総額で算出する等、収益認識会計基準等の適用前の従来基準で算出

しております。 

 

2021 年度通期営業

利益計画 30 億円に

対して、第１四半期

は▲60億円で厳しい

状 況 と な っ て い ま

す。 
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④グループセグメント別業績                       (単位：百万円) 

 
百貨店業 

クレジット・金融・

友の会業 
不動産業 その他 

実績 実績 実績 実績 

売上高 77,266 4,515 3,791 2,992 

営業利益 ▲8,239 1,632 1,319 ▲779 

※収益認識会計基準等の適用により、当第１四半期連結累計期間の「百貨店業」の売上高は 105,747

百万円減少、営業利益は 2,283 百万円減少、「クレジット・金融・友の会業」の売上は 1,191 百万

円減少、営業利益は 666 百万円減少し、「不動産業」に与える影響は軽微であり、「その他」の売上

高が 811 万円減少し、営業利益に与える影響は軽微でした。 

 

※収益認識会計基準：2021 年 4 月 1 日以降開始事業年度から、収益認識に関する会計基準（収益認

識会計基準）が適用開始となりました。これは、売上に関して「どのように認識し、財務諸表上にど

のように反映するのか」を定める新しい基準となり、この基準から、消化仕入（売仕）商品を売上高

に計上しないことになりました。  

 

・百貨店業：百貨店業につきましては、４月末の緊急事態宣言発出前までの売上は順調に推移し、回

復傾向にありましたが、宣言発出後は部分営業や時短営業、コロナ禍にあっても比較的堅調であ

った高額品領域の営業自粛も相まって、来店客数は再び減少に転じ、売上は低迷しました。通常

営業再開後は、伊勢丹新宿本店・三越日本橋本店を中心に回復の兆しが見られていますが、依然

として先行きが見通しづらい状況が続いています。 

・クレジット・金融・友の会業：株式会社エムアイカードは、コロナ禍の状況が継続し、グループ百

貨店内でのカード会員獲得拡大が依然として見通しづらい中、営業拡大の施策として Apple 

Pay・Google Pay 導入による会員利便性の向上と外部利用促進や、新しい顧客層獲得のための

グループ外企業との提携カード発行などに取り組みました。 

・不動産業：不動産業においては、グループの保有する国内外の優良不動産を活用した収益性のある

事業機会の創出に向けた検討を進めています。 

株式会社三越伊勢丹プロパティ・デザインは、建装事業や環境創造事業において、大型物件受注

の減少や、コンストラクションマネジメントや企画開発案件の受注減少にともない、売上高は減

少しています。 

・その他：その他事業におきましては、グループ各社間の連携を活用した、お客さまのニーズにお応

えする新たな価値提供を目指しております。 

株式会社三越伊勢丹ビジネス・サポートは、店舗の部分営業や時短営業によるグループ百貨店か

らの荷役業務・館内搬送業務等が減少するなど厳しい状況が続いておりますが、グループ外向け

事業について、クライアントの新規獲得や製造原価等の見直しによる売上総利益の改善効果が奏

功し、営業利益は堅調に推移しました。また、ビジネスモデルの変革を進める中で、美容事業を

取り巻く環境の変化や今後の事業方向性を勘案した結果、連結子会社の SNP ホールディングス

株式会社及び株式会社ソシエ・ワールドの全株式を 7 月 1 日付で譲渡いたしました。 
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２．三越伊勢丹ビジネス・サポートの環境 

 

（１）三越伊勢丹ビジネス・サポートの業績 

■2021 年 4 月～７月全社業績                        (単位：百万円) 
 

実績 予算比 前年比 前年差 

売上高 7,996 95.5％ 108.0％ 593 

売上原価 7,876 95.3% 107.4％ 542 

営業総利益 318 103.8% 114.4％ 40 

販管費 201 90.0% 89.1％ ▲24 

営業利益 117 140.8% 221.7％ 64 

❶ 売上高は、緊急事態宣言によりグループ百貨店における部分営業や時短営業の影響を受け、荷役業

務・館内搬送業務等が減少したことで予算を下回りました。 

❷ 営業総利益は、グループ外向けのソリューション事業については、クライアントの新規獲得や製造

原価等の見直しにより前年・予算共に上回りました。 

❸ 販管費については、各項目において設定した当初予算より抑えられたことで前年・予算を下回りま

した。これにより営業利益は、予算・前年共に上回りました。 

 

（２）三越伊勢丹ビジネス・サポートの動向 

１）三越伊勢丹ビジネス・サポート 『 行動指針 』の浸透について 

本年度より三越伊勢丹ビジネス・サポートとしての行動指針が発信されました。 

行動指針については、昨年度より従業員へのアンケートや意見、その思いをプロジェクトメンバーが

議論し、まとめたもので、『私たちの役割や使命を明確にして、迷ったときには判断の根拠となる基本

的な価値観を共有するため』の、新たな指針となります。 

この行動指針の浸透に向けて、会社では以下のような取り組みをおこなっています。 

① 全国マネージャー会議での説明（ステージ B 向け） 

② 斉藤社長への行動指針インタビュー動画、行動指針の説明動画、アンケート（全従業員向け）。 

③ 行動指針についての全国リモートディスカッション（ステージ C、プロスタッフ社員） 

④ 行動指針ハンドブックの配布※１（全従業員向け） 

❶ 

❷ 

❸ 
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※１参考資料（行動指針ハンドブック）

 

   

  ２）ソリューション営業の拡大について 

昨年度もコロナ禍でしたが、EC 通販関連の発送業務等を新規受託し、売上を拡大しました。 

本年度も引き続き、通販フルフィルメント事業を中心とした物流提案営業の拡大を念頭に置き、収益

性の高いビジネスに特化したビジネスモデルの確立や安定したパートナー企業との協力体制による大

規模案件の獲得による売上拡大を目指しています。 

 

  ３）物流センター再編について 

収支構造改革の取り組みの一環としておこなった三光町センターの EC 中心のハイブリット型セン

ター化や、高松・松山のセンター統合をおこない、高松の朝日町センターへ機能を集約してきました。 

このようなセンター再編をもとにして、業務の効率化を進めていき、グループが苦しい状況の中でも

物流を円滑に運営していきます。   
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３．環境を踏まえた組合の考え方 

コロナ渦における百貨店をはじめグループ全体の業績は、４月以降は回復傾向にありましたが、緊急

事態宣言後の短縮営業や部分営業等により、売り上げが厳しい状況になっています。その中で、今期は

３年連続の営業赤字を出さないよう、グループ総出で取り組んでいますが、厳しい状況に直面していま

す。 

 

そのような中で、IMBS については本年度もソリューション営業ビジネスの拡大と、グループの物流

を円滑に運営する等、私たちは重要な役割を担うことになります。 

また、『私たちの役割や使命を明確にして、迷ったときには判断の根拠となる基本的な価値観を共有

するため』の、新たな IMBS 行動指針の発信がされました。 

組合はこのような環境をチャンスと捉え、現状の業務による成果が安心とやりがいにつながる取り組

みを進めます。併せて、この行動指針やメンバーの声等々を含め、メンバーの将来ありたい処遇や働く

環境について具体的に描き、実現するための道筋を示していきます。 

 

組合としては、こうした環境下においても、デジタル化と共に、各拠点の組合役員を軸にしたメンバ

ーとの直接対話を強化し、目の前で抱える課題の解決とありたい姿の実現につながる労使協議に取り組

みます。また活動の進捗状況などは、随時メンバーに共有していきます。 
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Ⅱ. 人に関わる諸制度について 

 

１．評価制度の見直し 【対象 社員・プロスタッフ社員】 

 

■2022 年４月改定に向けて検討をしていきます。 

〇目標の設定や意識付けを制度改定の主旨を踏まえ見直します。 

〇成果評価シートを変更し、本給評価と賞与評価を分離し、区別して管理します。 

〇あるべき評価期間については、2023 年以降を目途に検討を進めます。 

１）現状の課題と検討の方向性 

・本給目標と賞与目標を区別して管理していないため、評価制度における目標設定のあり方についても

見直す必要がある状況になっていると言えます。 

・2020 年度におこなった労使各々の従業員調査でも、目標管理に関わる面談実施が徹底されていない

ことが分かりました。 

 

【現状の課題】 

・本来の本給と賞与の位置づけの違いが、評価目標を区別していないために不明確になっている。 

   本給目標（＝雇用形態・ステージに求める期待役割に応じた行動を反映） 

   賞与目標（＝職務（役割）を通した事業計画への貢献を反映） 

・計数目標のない部門においては、成果行動目標に対する結果から本給と賞与の評価を行っているた

め、本来位置づけの異なる「本給評価」と「賞与評価」について明確なフィードバックがしづらい。 

・一部において評価者・被評価者で行う面談の未実施が見られ、目標管理に関わる面談実施が徹底さ

れていない。（2020 年度従業員満足度調査（会社）、従業員意識調査（組合）の結果より） 

     

  

<現状の課題> <今後の検討の方向性>

個別目標のベースを

共通化

資格・等級に応じた

領域やカテゴリーの設定

本給評価・賞与評価に

おける違いが不明確

本給評価・賞与評価の

目標の分離

個別目標設定のばらつき

ＰＯＩＮＴ 
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【検討の方向性】 

・課題への対応を検討するうえでは、以下の点を重視していきます。 

⇒個人の設定した目標や業績の達成が、組織目標達成の実現につながる仕組みを作る。 

⇒目標達成が継続的に行われるように、評価業務（目標設定～評価・フィードバックまでの一連の

流れ）を再徹底し、意識付けをおこなっていき、人材育成に繋がる仕組みにしていく。 

・個別目標設定における課題を踏まえ、目標設定における共通化や、資格に応じた共通設定等の対応

をおこなっていきます。 

現在の仕組みでは、本給評価と賞与評価で共通の目標を使用して評価をおこなっているため、

本来位置づけの異なる評価(本給評価と賞与評価) について、画一的なフィードバックがされ

てしまうという課題があります。そのため、今後は本給評価と賞与評価で目標の区別をおこな

っていきます。 

【本給目標は『期待行動目標』を設定する。】 

雇用区分・ステージ別にあらかじめ設定された、基準から『期待行動プロセス』『行動要素』

を選択し、その選択内容に沿って『今期取り組むこと』を設定する仕組みとします。 

【賞与目標は『成果行動目標』と『計数目標』を設定する。】 

成果行動目標と計数目標のウェイトについては、所属・担当・ステージごとにあらかじめ設定

する。 

※計数目標のうち、特にＩＭＢＳの全社業績に結び付く外部営業については、メリハリのある評

価設定とする。 
 

＜評価シート見直しのイメージ＞ 

 

  

現行：成果評価シート 計数目標あり 計数目標なし

成果行動目標

※自由記入

計数目標

改訂イメージ：成果評価シート

計数目標

（事業計画推進に繋がる「職務」ごとの）

“成果行動”目標

（雇用形態・ステージごとに求める）

“期待行動”目標

本
給
評
価

本
給
評
価

賞
与
評
価

賞
与
評
価

本
給
評
価

本
給
評
価

賞
与
評
価

賞
与
評
価
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２）今後の検討項目 

・2022 年度から新たな評価制度がスタートできるよう、詳細を検討します。 

①本給目標ガイドラインの作成 

 ・個人ごとの自由設定ではなく、共通の期待行動目標として設定する。 

・雇用形態・ステージ（ステージ A・B・C・プロスタッフ社員）ごとの『期待行動プロセス』『行動

要素』『ステージ別の期待レベル』を設定する。 

・設定にあたっては、社員の行動目標として具体化するため、「IMBS 行動指針」を意識できるもの

とする。 

②賞与目標ガイドラインについて 

 ・成果行動目標と計数目標のウェイトについては、所属・担当・ステージごとに再検討する。 

③評価シートの改訂 

・「本給目標」と「賞与目標」を分離し、職務（役割）を通した事業計画への貢献（単年度の視点）

と一人ひとりの成長課題（中長期的な視点）に応じた目標設定を行うことができるようにする

 

④評価ガイドの作成 

・評価業務（目標設定から評価・フィードバックまでの一連の流れ）を再徹底し、 

   より公平で納得感のある評価を行うことができるようにする 

⑤評価者教育 

 ・全国マネージャー会議及び、E ラーニングや Forms でのアンケートも使って実施していく 

 

３）賞与評価の期間について 

・2021 年度より賞与交渉が半期交渉に切り替わった中、社員ステージによって評価期間（評価が賞与

支給に反映する時期）が異なり、賞与交渉と期間に違いが生じています。 

・現在の賞与は、12 月・6 月で支給ヶ月が違うことから、賞与のバランスについては、2023 年度スタ

ートを目途に検討をおこないます。 
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２．プロスタッフ社員人事制度の整備 【対象 プロスタッフ社員】 

 

■2022 年４月改定に向けて検討をしていきます。 

〇プロスタッフ社員の本給水準を見直します。 

〇プロスタッフ社員としてのキャリアを、社員転換をしない場合でも、中長期に渡って自身での成長を

実感ができる仕組みにしていきます。 

〇大学卒以外の新卒者の採用賃金等を整備します。 

１）現状の課題と検討の方向性 

プロスタッフ社員人事制度について、以下の課題を捉えており、解決に向けて検討していきます。 

【現状の課題】 

・プロスタッフ社員の期待役割は、社員ステージ C１と同程度としてきたが、本給水準に差が生じて

いる。 

・これまでのプロスタッフ社員制度の改定では、社員転換をすることによるキャリアステップを中心

に整備してきたため、転換を選択しない場合のキャリアに閉塞感がある。 

・今後の人材不足等の社会環境に備え、多様な人材確保が見込まれる中、大学卒以外の新卒者（高卒、

専門卒、短大卒等）の採用賃金の整備する必要性がある。 

 

【検討の方向性】 

・本給水準については、ステージＣ１の水準を視野に入れ検討していきます。 

・プロスタッフ社員内で個人成果の積み上げを実感しやすく、自身の成長が実感できるようキャリア

ステップを検討します。 

・高卒、専門卒、短大卒等の採用賃金については、大学卒とのバランスや、市場を踏まえ検討します。 

  

ＰＯＩＮＴ 
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３．地域別最低賃金改定に伴うエルダー社員賃金制度改定について 

【対象 社員、プロスタッフ社員、エルダー社員】 

】 

 

・10 月 1 日施行の地域別最低賃金改定に伴い、エルダー社員Ⅰ、Ⅱ、Ⅵ、Ⅶの時間給の時給を制度改

定します。 

・対象者に対する限定メンバーズＶＯＩＣＥおよび審議決定は 10 月 20 日以降となりますが、時給の

改定は 10 月 1 日に遡っておこないます。 

１）エルダー社員Ⅰ、Ⅱ、Ⅵ、Ⅶの時間給の対応について 

・ 時間給については、春の交渉時に A～D 地域ごとに設定している最低賃金以上の金額を要求し労使

合意しています。 

・ 今回 2021 年度地域別最低賃金の改定が行われますが、エルダー社員Ⅰ、Ⅱ、Ⅵ、Ⅶにおける時間

給がこの改定によって東京都の地域別最低賃金（1,041 円）、大阪の地域別最低賃金（992 円）より

下回ることになるため、その対応として時間給の水準を引き上げます。 

 

２）改定額について 

・ 地域別最低賃金の改定に伴い、エルダー社員Ⅰ、Ⅱ、Ⅵ、Ⅶの時間給水準を A 地域で 1,045 円、

B 地域 995 円に引き上げます。 

エリア 地域 時間給 改定時間給 

A 地域 首都圏 1030 円 1045 円 

B 地域 名古屋・京都・大阪 980 円 995 円 

C 地域 札幌・仙台・広島・福岡・静岡 930 円 改定なし 

D 地域 新潟・高松・松山 930 円 改定なし 

 

３）改定の時期について 

・ 改定時期は 10 月下旬を想定し協議を進めていきますが、地域別最低賃金の発行年月日は 2021 年 

10 月 1 日とし、改定時期も同日に遡り改訂します。 

・ 今回の地域別最低賃金改定によって対応が必要となる実在籍者は、A 地域で３名となります。 

 

４）地域別最低賃金改定に伴う対応の課題認識について 

・ 地域別最低賃金の改定時に水準引き上げが必要となる現状については課題と認識しています。 

・ 今後は、エルダー社員の処遇の在り方や他の雇用形態の賃金水準も含めた整理を検討していきます。 
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４．グループ共通の取り組み 

 

グループ共通で導入される制度は以下の通りです 

(１）短時間正社員制度について 

(２）カムバック再雇用制度の導入 

(３）リスクシナリオについて 

(４) 社員ステージ B における専門性の高い人材への処遇について 

(５）高齢者雇用安定法（70 歳雇用努力義務）への対応 

 

(１）短時間正社員制度について 

１）現状の課題と検討の方向性 

個人の生活上の様々な事情からフルタイム勤務が困難になった場合においても、両立して勤務を継続で

きるための仕組みとして、短時間勤務制度について検討を進めていきます。 

【現状の課題】 

・『副業・兼業』⇒スキルアップや異なる就業体験につなげたい場合でも、労働者の健康管理、時間

外労働の上限規制、割増賃金における「労働時間の通算」などが発生する。 

・『育児、介護』⇒短時間制度の期間上限に達した際に選択肢がない。（延長ニーズ） 

・『体調不良・私傷病治療』⇒持病や私傷病明けなど体調に事情を抱えフルタイム勤務が困難な人に

配慮する仕組みがない。 

・『勉強・就学』⇒自己啓発のための時間の確保ができない。 

 

【検討の方向性】 

・対象事由は「副業・兼業」「育児」「介護」「体調不良・私傷病治療」「勉強・就学」を検討していき

ます。 

・短縮勤務制度（育児・介護）や要保護など既存制度とは別の位置づけとし、既存制度は法改正等へ

の対応を確認する対象として明確に残していきます。 

・取得方法については「１日あたり労働時間の短縮」と「週あたり勤務日数の削減」を設定し、どち

らか１つを選択できる仕組みとしていきます。 

 

  ２）今後の検討項目 

・2022 年度から新たな制度がスタートできるよう、詳細を検討します。 

・対象事由ごとの取得ルールの設定 

・取得期間の検討 
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(２）カムバック再雇用制度の導入 

１）現状の課題と検討の方向性 

人材の確保の一手段として新たな再雇用制度を検討します。 

【現状の課題】 

・現在の再雇用制度について、申請することができる資格要件は、ライフイベントによる退職が要件

となっているが、人材確保の一手段として、企業の状況や業務に精通している以前雇用していた方

の中途採用（カムバック）は有効であり、特に雇用流動性の高い業界や人材派遣業等においては１

つの有効な採用ルートとなり得る。 

・退職後、キャリアアップをした自分が元の会社で働きたいと思い至っても、戻れるのかどうかの手

掛かりやルートが分からない。企業は随時中途採用を行っていると言っても、募集時期や募集有無

が分からない中で、一旦退職してしまうと、戻りたい場合のアプローチへの精神的ハードルが高

い。 

 

【検討の方向性】 

・今ある再雇用制度（ライフイベント型）とは切り離し、別の新たな制度（カムバック型）として設

定する。 

・制度導入する場合は原則として希望者全員を登録する制度とする。（登録段階での選別はしない） 

・再雇用を確約した制度とはしない。再雇用の審査をパスした者のみの採用とする。 

・原則、再雇用の審査を実施する。今後は、社内での勤務経験がある人材を再雇用しやすくすること

により、一度退職し知見を広げた人材が復職しやすくすること、即戦力として活躍できる人材の確

保につなげることを目的に、事由の拡充に向けて検討を進めていきます。 

  制度イメージ 

  

項目 現在（ライフイベント型） 改定（カムバック型）

資格 勤続２年以上 変更なし

離職期間 12年 変更なし

再雇用上限年齢 58歳以下 変更なし

退職事由 結婚・出産・介護・配偶者の転勤による退職 退職事由は不問（円満退社が前提）

対象となる雇用形態 社員・プロスタッフ 変更なし

社員⇒社員ステージC１又はプロスタッフ社員

社員(退職後５年未満)⇒在籍中の雇用形態を選択可

プロスタッフ⇒プロスタッフ

勤続年数 通算しない 変更なし

再雇用時の賃金 在籍中の前歴、能力等を勘案の上決定 変更なし

採用時期 毎年４月、10月 変更なし

雇用に際しての

採用審査

採用審査あり。希望者全員採用ではない

在職時の評価（仕事ぶり）も加味して判断

採用審査あり。希望者全員採用ではない

在職時の評価（仕事ぶり）も加味して判断

※退職（登録）時の明記や説明は必須

本人離職期間中の

アプローチ
会社からのアプローチは行わない

会社からのアプローチは行うことがある。

※「離職期間中の本人のキャリアの状況の把握」

　「会社情報の共有等による関係性の維持」など

　の観点からアプローチは可（登録者一律対応を原則）

再雇用時の雇用形態 変更なし
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(３）リスクシナリオについて 

・これまでグループ各社は、2017 年に業績低迷時、赤字、企業存続危機のレベルに併せた対応として

リスクシナリオを労使で確認してきました。 

・リスクシナリオは、企業の業績が不透明な状況の中、対応が必要になった時に労使で事前に意識合わ

せをしておくことで有事の際に、迅速に対応していくことを目的に作成されました。 

・今回は、前回の考え方を踏襲しつつも、総実労働時間の短縮による働く環境の整備をはじめ、取り組

む方向性の変化なども踏まえた見直しをおこないます。 

・組合としての前提となる「企業の存続と雇用の確保」の視点にたち、項目ごとの優先順位について検

討していきます。 

 

(４）社員ステージ B における専門性の高い人材への処遇について 

・「S コースの特別な高処遇制度」については、2021 年度中に導入し、2022 年度より認定を行ってい

く予定ですが、グループ各社が制度の導入を検討するにあたって「認定する人材の『レベル感』が想

定しづらい」「認定者の『人数規模』や『認定可能な事業領域』が見通せない」といった課題が提起

されていることから、グループとして各社が制度の導入・運用を行えるよう「認定レベル」の目線合

わせや、各社が対象者を認定する際の「チェックシート」等を検討しています。 

 

(５）高齢者雇用安定法（70 歳雇用努力義務）への対応 

・2021 年 4 月 1 日施行の「高年齢者雇用安定法改正」により、65 歳までの雇用確保（義務）に加え、

65 歳から 70 歳までの就業機会確保のための「高年齢者就業確保措置」を講ずる「努力義務」が生

じることから、グループ労使における本年度のテーマとして設定し、対応を検討しています。 

・国の公的年金制度改正（支給開始年齢引き上げ）の先行きが不透明な中で、先行して 70 歳雇用の努

力義務が課される形となっており、今後も国の年金改正の議論を注視しつつ、対応策を検討していく

必要があります。 

・ 「70 歳雇用の努力義務対応」についてはグループ状況をもとに、グループ労使での議論・確認しつ

つ、検討を進めて行きます。 
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５．その他の協議事項 

 

(１）賞与と給与配分の見直しについて 

・近年、社員の賞与と給与配分の見直しはおこなってきていますが、下記課題から、賞与と給与の更な

る配分（賞与から給与へ）の見直しを図る為、労使で研究をスタートさせました。 

【現状の課題】 

・新卒採用時、本給水準が採用要件の要素として大きい 

・中途入社者採用の際、年収条件は一致しても本給条件があわないケースあり 

・本給と賞与の割合について、賞与にウェイトが大きいことから、業績による処遇の変動幅が大きい 

 

・今後については、2021 年度中は研究をおこない、2022 年度に制度構築をおこなって、上記の課題

を基に同業他社の制度内容などの情報収集・研究をおこない、2023 年度以降の改定を目指し、労使

協議を進めていきます。 

 

(２）転勤規程（規制交通費）の整備 

・ＩＭＢＳでは、転勤者の帰省交通費の支給実態が、『本拠地に自宅や実家など帰省先がある場合はそ

の最寄り駅まで』『帰省先がない場合は、東京駅や、羽田まで』となっており、グループのルールと

異なっています。 

・今後の方向性としては、現行制度を継続しつつ、労働協約などで運用ルールを明確することなどを検

討します。 

 

(３）教育体系の整備 

・教育制度については、現在、社員を中心とした教育や選択制の講座受講など、拡充されてきています。 

・従業員の育成は重要であり、社員以外の雇用形態からの声や制度の理解が出来ていない等の声もある

ことから、現行の教育関連の取り組みについて「雇用区分で受けられる教育の実施状況」「将来の要

員体制やキャリアイメージなどを考慮した雇用形態に併せた教育体系」等を確認・整理をし、メンバ

ーに提示していきます。 
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Ⅲ. 働く環境の整備 

 

・ＩＭＢＳでは、これまでも日本一働きやすい企業を目指し、グループ全体の共通課題である「職場風

土改革」「業務改革」「総実労働時間の短縮」「適正な労働時間管理」「ハラスメント撲滅」に関する取

り組みを進めてきました。 

 

・今年度は、ＩＭＢＳにおける中期経営計画を実現するための行動指針として、ビジョン、ミッション、

バリューが発信され、目指すべき方向がより明確化されました。組合は、このビジョンに進むために

は、メンバー同士が認め合う相互尊重を土台とした一人ひとりが持つ本来の力を発揮できる働く環境

をつくることが大前提と捉えています。 

 

・本年度も引き続き、働く環境の整備に向け、現場活動を通じ実態を把握すると共に課題解決につなげ

るため労使で取り組みを進めていきます。 

 

    ＜取り組みのイメージ＞ 
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１．職場風土改革について 

・相互に理解しあう場として重要な面談の実施状況については、これまでの組合実施の意識調査などを通

じ課題と認識しており、本年度については定期的な面談の実施状況や、その内容について職場委員会を

通して確認や共有をおこなっていきます。 

・また、人材育成を意識したマネジメントができるための知識を身につけるための教育を会社主体で実施

することを予定しており、内容や実施後の所属内での反応などについて現場活動で確認していきます。 

2021 年度の課題認識 

・労使各々でおこなった調査結果において、上司の目標管理運用、理念の理解浸透、期待役割の伝達に

課題あり。また面談も未実施の所属があり、実施の徹底に向けた促しが必要 

・行動指針に基づきイノベーションを常態化する職場風土の醸成を会社として目指す中、人材育成につ

ながるマネジメント力強化に繋がる教育が必要 

取り組み項目 施策内容 

定期面談の実施 

・上司と部下との間で定期面談を実施し、日常的なコミュニケーションを通じて

の信頼関係の構築をすると共に、その中で当期目標の共有、役割の明確化、フィ

ードバック等をおこなう 

情報発信の活性化 
・オンラインでの全国会議開催による事業方針の共有 

・デジタルツールの活用による経営と部門との相互における情報伝達 

教育体制の整備 

・「７つの習慣プログラム」の更なる社内浸透 

・「次世代経営者候補育成プログラム」の定着 

・営業力強化に向けた研修施策の検討 
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２．業務改革について 

・社内 PJT を通じ業務改革につながる成果として、社内での決済を電子化するなどデジタルツールを活

用した効率は図れているものの、一部ではデジタルツールの環境や教育が不十分なため活用しきれてい

ない所属があることも確認しています。 

・本年度は、会社が実施する業務の効率化に向けた取り組みを確認すると共に、各拠点のデジタルインフ

ラの整備状況について、確認し必要に応じて会社に共有していきます。 

2021 年度の課題認識 

・昨年よりワークスタイル変革 PJ を発足し、生産性の向上、コミュニケーションの活性化、イノベー

ションの促進をテーマに新しい働き方の定常化に向け取り組んだ結果、一定の成果がでており本年

度も継続 

・業務のデジタル化に向けた施策により、考え方は浸透しつつあるものの、一部でデジタルツールの運

用が完遂できない、環境が整備しきれていない所属あり 

取り組み項目 施策内容 

業務そのものの 

見直し 

・申請手続きフローのデジタル化推進（電子申請） 

・帳票類のデジタル化推進（ペーパーレス） 

業務制度の向上 
・Teams やチャットを活用した拠点間の接点拡大 

・ポータルへの掲示を通じて、好事例の水平展開 

その他 

・デジタル活用に関する教育機会の提供推進 

・デジタルツール（モバイル PC、スマホ）の貸与拡大 

・業務運営時間の見直し検討（日曜日定休等） 
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３．総実労働時間短縮について 

・昨年度は所定労働時間を短縮したことで、グループの目標である年間総実労働時間 1800 時間台を下回

る 1798 時間となりました。また有給休暇の取得状況については、社内全体平均では目標の 45％以上

を達成したものの、個別の取得状況を確認する中では、未達成の所属や個人がいることがわかりました。 

・本年度は改めて時間外勤務の予実管理の徹底を行うため、ＩＤＬＭ※などを活用した勤務実態について

会社に確認する共に、全国の拠点を対象に時間外勤務が計画通りに推移しているかを確認する時間管理

確認会を労使で行います。これにより数値と現状業務の両面で把握しより個々の業務に入り込み改善す

る取り組みを進めていきます。 

 ※IDLM：PC 使用時間適正化システム  

⇒PC 使用時間帯の設定や、設定時間外での使用制限、PC 使用時間の把握等ができるシステム 

2021 年度の課題認識 

・有給休暇取得について、前年度は全体的な目標管理のもと取得促進に取り組んだ結果、平均取得率は

目標を大きく上回ったものの特定の所属や個人では未達となり、個々の業務実態を踏まえた対策が

必要 

・テレワーク勤務が進んだことなどから、勤務記録と実態に乖離が生じている。今後は乖離をなくすた

めの情報収集とデータを分析した時間管理方法について検討 

取り組み項目 施策内容 

有給休暇取得目標の

完全達成 

・連休取得計画に対する実績管理の徹底 

・ラインを通じた情報発信と所属単位での進捗確認 

時間外勤務削減に向

けた目標管理 

・時間外計画に対する実績管理の徹底 

・時間外勤務の意義や必要性について的確に判断する為にルールの再徹底 

（上長からの指示または許可の徹底等） 

適正な労働時間管理

の徹底 

・月次会議等での経営レベルでの勤務実績の共有 

・IDLM の有効活用による勤務実態の分析 

＜参考：総実労働時間の中長期的な目標数値＞ 

年度 
年間 総実労

働時間 

年間所定労

働時間 
年間休日 

1 日の所定

労働時間 
有給取得率 平均時間外 

2020 1,798 1,838 120 7：30 65.0％ 5：40 

2021 ※目標 1,791 1,838 120 7：30 68.2％ 5：30 

中期  ※目標 1,778 1,838 120 7：30 72.2% 5：00 
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４．適正な労働時間管理について 

（１）労働時間管理の状況について 

 １）状況について 

・本年度（2021 年 4 月～８月）の状況について、時間外は、全体的に計画比を超える所属はなく、順調

に推移しているが、一部で単月ではありますが、個人で 45 時間を超える人が出る所属もあった為、確

認していきます。 

・有給休暇については、本年度の取得目標 55％に対して８月までで順調に取得できていますが、下期に

向けては、取得できている人と取得できてない人の偏りがないか確認しつつ、取得を促進していきます。 

・また、昨年度からできた半日有給休暇制度での取得率も多くなってきていて、有給休暇は１日で取るの

が原則ではありますが、制度的に普及してきたと考えます。 

２）時間外勤務 

時間外勤務実績 （202１年４月～８月）  

 

３）有給休暇取得状況 

 

 

総務統括部 579:03 827:30 70.0% -248:27

グループ業務部 1034:53 1086:00 95.3% -51:07

店舗業務部 3055:12 3689:30 82.8% -634:18

センター業務部 2418:33 3953:00 61.2% -1534:27

ソリューション営業部 576:57 700:00 82.4% -123:03

計画差部門 本年実績 本年計画 計画比

2021年度　有給休暇取得状況（2021年４月～8月）
【2021年度グループ共通目標】

　●全雇用区分対象　新有休の取得率　＝　5５％達成

対象 新有休 目標 累計（4月～8月）

付与

日数

ステージＡ 9名 22.0 12.0 5.0 3.6 138.9% 41.7%

ステージＢ 96名 21.6 11.8 5.4 2.3 234.8% 45.8%

ステージC 142名 19.5 10.6 5.9 3.2 184.4% 55.7%

プロスタッフ社員 63名 20.4 11.1 6.6 1.0 660.0% 59.5%

エルダー社員 64名 21.0 11.4 7.8 4.6 168.9% 68.2%

計 374名 20.9 11.4 6.1 2.9 208.6% 53.9%

対象 新有休 目標 年累計（10/11～9/10）

フェロー社員 129名 16.7 7.7 13.8 9.9 139.4% 180.1%

　※フェロー社員は2021年10月付与の有給から起算

区分 人数 日数 本年 前年 前年比
目標

取得率

半日有休取得回数

ステージＢ ステージＣ プロスタッフ社員 エルダー社員 フェロー社員 合計

2020年 23 40 2 26 17 108

2021年 93 139 63 64 66 425

区分

4月～８月取得数
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（２）制服更衣時間について【2021 年 10 月 1 日から変更】 

・制服の更衣時間については、グループ共通のルールとして『会社が制服等の着用を指示し、会社の施設

内での更衣を義務付けている者の更衣時間及び移動時間については、労働時間として扱うものとする』

ことから、2021 年５月におこなった職場委員による制服に関するヒアリングでメンバーの声を確認し

てきました。 

 

・これまで IMBS における制服の取り扱いは、原則業務時は着用することを基本ルールとしてきました

が、直近は各拠点の業務に併せた運用をおこなっていたことや、昨年からの緊急事態宣言後の更衣室で

の密対策をおこなった結果、着用実態はあいまいになっていました。改めて職場委員を通じ全国での着

用実態を把握した結果、多くの拠点で制服の着用を義務化せず、業務内容などを踏まえ個人の判断で着

用していることがわかりました。 

 

【今後の制服の取り扱いについて】   

・制服の取り扱いについては、労使で確認し、着

用を義務化しないことを会社に確認しました。 

・これにより、制服は個人の判断で着用するルー

ルへと変更することから、更衣時間の取り扱い

についても労働時間に含まないことを弁護士見

解も確認しながら整理しました。 

※なお、運用ルールなどの詳細については会社か

らの通達をご確認ください。 
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５．ハラスメント撲滅に向けた取り組み 

・昨年、IMBＳにおけるハラスメント事案は発生していませんでしたが、理解不足から生じる職場での問

題は見受けられます。改めて労使でハラスメント撲滅に向けた取り組みを進め、組合は個別に啓発活動

で広報などを通じておこなっていきます。 

2021 年度の課題認識 

・昨年度のハラスメントの発生件数は IMBS０件 

・一方、ハラスメント認定には至らなかったものの、理解不足や意思疎通の齟齬からのハラスメントに

繋がりかねない事案もあり、引き続き正しい理解に向けた職場への啓発が必要 

取り組み項目 施策内容 

ハラスメントへ

の正しい 

理解と定着 

・ハラスメント防止にむけたポスター掲示による啓発 

・グループによる E ラーニング受講【９月】（その他社内教育検討） 

・朝礼や MTG を通じた啓発活動の推進 

グループ指針に

基づく 

フローの確立 

・グループハラ防との連携強化 

・ハラスメント事案への労使による協働対応 

・実効性をもった相談窓口の運用と周知徹底 

 

次ページからのポスター・広報をみんなで確認して『働きやすい職場』の実践をしましょう 

  

・相談窓口情報

現場、人間関係の相談・アドバイス

ハラスメントホットライン（カウンセリングルーム）

（受付 火・木 13:00～17:00）

【内線】 801-22-901

【直通】 050-3154-4057

【メール】 hotline@imgds.co.jp

職場の違法行為・不正行為・ハラスメント

三越伊勢丹グループホットライン

（受付 土・日・祝日・年末年始除く 10:00～18:00）

【直通】 03-5793-3221

【メール】 imgds@integrex.jp

相談・通報窓口

各社・各店窓口

各社・各店 総務人事担当

三越伊勢丹グループ労働組合（本部）

専用受付

（受付 月・火・水・金・土 10:00～18:00）

【内線】 801-23-950

【直通】 03-6302-1218

【メール】 soudan@imgu.or.jp
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<ハラスメント防止に向けたポスター> 

ＮＯ！パワハラ 

   

ホウレンソウのおひたしの実践 
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ＳＴＯＰ！セクハラ 

 

＜カウンセリングルーム通信＞ 
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